
豊田市地域生活支援事業報酬改定について（案） 

 

令和７年度からの地域生活支援事業（市町村が地域の特徴等を考慮して実施

できる障がい福祉サービス）の報酬改定を行います。基本的に国の障がい福祉サ

ービスの単位数を基準としているため、国の報酬改定の次年度に実施していま

す。 

１ 改定日                                        

 令和７年４月１日（令和７年４月サービス提供分から適用） 

 

２ 報酬を改定するサービス                             

・移動支援 ・日中一時支援（日中短期入所・地域生活支援デイサービス） 

・ケアスタッフ ・移動入浴 ・地域活動支援センターⅢ型  

・デイ型地域生活支援事業  

 

３ 報酬改定の内容について                            

（１）移動支援 

【サービスの内容】 

屋外での移動が困難な障がい者等が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇

活動等の社会参加のための外出の支援を行う。 

【改定のポイント】 

・国の障がい福祉サービスの居宅介護(通院等介助) (※)の報酬単価を準用する。 

(※)居宅介護(通院等介助)とは、通院や外出先での手続きや移動の介助を行う

サービス。 

【受給要件の見直し】 

他市の状況や過去の相談等を踏まえ、移動支援利用対象者(全身性障がい

者・児)を次の通り改定する。 

現行 改定後 

① 両上肢かつ両下肢の障がい１級 

② 両上肢と体幹機能障がい１級 

③ 体幹機能障がい１級 

① 上肢１･２級（※） 

② 下肢１･２級（※） 

③ 体幹機能障がい１・２級 

(※）上肢または下肢ごとの等級が２級以上の者を含む。 

 

 

 

 

 



（２）日中一時支援（地域生活支援デイサービス・日中短期入所） 

【サービスの内容】 

日中一時支援には、通所により、日常生活上必要な訓練・指導等、本人の活

動支援などを行う地域生活支援デイサービスと日中、障がい福祉サービス事業

所において入浴、排泄、食事等の介助を行う日中短期入所がある。 

【改定のポイント】 

・国の障がい福祉サービスの生活介護(※)の報酬単価を準用する。 

・生活介護の報酬単価が１日単位から時間単位に改正されたことに伴う改定。 

(※)生活介護とは、日中、障がい福祉サービス事業所において、入浴、排泄、

食事等の介助を行うとともに、創作活動や生産活動を行うサービス。 

種 類 現 行 改定後 

地域デイ ･生活介護定員 21人以上 40人以下 

･支援区分 2以下 

･豊田市の地域区分(４級地) 

･生活介護定員 11人以上 20人以下 

･各時間区分 

･支援区分 2以下 

･豊田市の地域区分(３級地) 

日中短期入所 

 

（３）ケアスタッフ（家事援助・身体介護） 

【サービスの内容】 

条件を満たしたヘルパー資格を有しない支援員が、居宅において調理、洗濯

及び掃除等の家事の支援や入浴、排泄及び食事等の介護を行う。 

【改定のポイント】 

・家事援助は国の障がい福祉サービスの「居宅介護（家事援助）」(※)の７０％

の単位数で算出、身体介護は「居宅介護（身体介護）」(※)の６０％の単位数

で算出する。 

(※)居宅介護(家事援助)とは、自宅内での調理、洗濯及び掃除等の家事支援

を行う国のサービス。居宅介護(身体介護)とは自宅内での入浴、排泄、

食事等の介助を行う国のサービス。 

 

（４）移動入浴 

【サービスの内容】 

自宅の浴槽では入浴が困難な重度の身体障がい児・者に対して、移動入浴車

で訪問し入浴介助のサービスを提供する。 

【改定のポイント】 

・移動入浴の報酬単価は、国の障がい福祉サービスには類似のサービスがないた

め、介護保険サービスの「訪問入浴」の単位数及び地域区分から算出する。 

・看護職員が未配置で支援を行う場合の単価を新設する。（※） 

（※）看護職員未配置でも提供可能な要件として、提供事業所が医師へ看護職

員の配置がなくとも入浴が可能であることの確認をとること及び障が

い福祉課への事前連絡を必須とする。 



 

（５）地域活動支援センターⅢ型 

【サービスの内容】 

地域で自立生活をしようとする障がい者に対して自立の促進を図るととも

に、創作活動・生産活動の機会の提供等、社会との交流の促進その他の便宜を

供与する。 

【改定のポイント】 

･日中一時支援の単位数を準用する。 

※（２）日中一時支援参照 

 

（６）デイ型地域活動支援 

【サービスの内容】 

障がい者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、当該障

がい者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に

応じて入浴、食事の提供、創作的活動、生産活動の機会の提供等を行う。 

【改定のポイント】 

・生活介護の報酬単価を準用する。 

・生活介護の報酬単価が１日単位から時間単位に改正されたことに伴う改定。 

種 類 現 行 改定案 

基本(支援区分４

以下) 

･生活介護定員２０人以下 

･支援区分３ 

･豊田市の地域区分(４級地) 

･生活介護定員１１人以上２０人以下 

･時間区分６時間以上７時間未満 

･支援区分３ 

･豊田市の地域区分（３級地） 

重度(支援区分５

以上) 

･生活介護定員２０人以下 

･障がい支援区分５ 

･豊田市の地域区分(４級地) 

･生活介護定員１１人以上２０人以下 

･時間区分６時間以上７時間未満 

･障がい支援区分５ 

･豊田市の地域区分（３級地） 

 

４ 各種加算について                                    

各種加算は国の障がい福祉サービス等の単位数を適用しているため、次のと

おり改定を行います。 

加算名 現行 改定後 加算名 現行 改定後 

食事加算 ３２単位 ３３単位 緊急受入加算 １９３単位 ２９４単位 

送迎加算 ２３単位 ２３単位 上限管理加算 １６１単位 １６４単位 

入浴加算 ４３単位 ４４単位 重度支援加算Ⅰ ５４単位 ５５単位 

   重度支援加算Ⅱ ６４単位 ７６単位 

 

 



別表 単価まとめ                               

 

移動支援 

内容 現行（単位） 改定後（単位） 

移動支援 身体伴う(日中６０分)※ ４３１ ４４０ 

移動支援 身体伴わない(日中６０分)※ ２１０ ２１５ 

※調査員による聞き取り調査をもとに、本人への日常的な支援の度合いが高い

場合は「身体伴う」、支援の度合いが低い場合は「身体伴わない」として算定

する。 

 

 

日中一時支援 

内容 単位 改定後 単位 

日中短期Ⅱ２H以下 ２５６ 無し 

無し 日中短期Ⅱ３H以下 ２３８ 

日中短期Ⅱ４H以下 ３０７ 日中短期Ⅱ４H以下 ２９８ 

無し 日中短期Ⅱ５H以下 ３５７ 

日中短期Ⅱ６H以下 ４０８ 日中短期Ⅱ６H以下 ４１６ 

無し 日中短期Ⅱ７H以下 ５８１ 

日中短期Ⅱ８H以下 ５１１ 日中短期Ⅱ８H以下 ５９５ 

日中短期Ⅱ９H以下 ５７１ 日中短期Ⅱ９H以下 ６６３ 

日中短期Ⅱ９H超 ６０１ 日中短期Ⅱ９H超 ７７２ 

 

 

ケアスタッフ 

種別 現行 改定後 

家事 １４７単位（日中６０分） １５０単位（日中６０分） 

身体 ２５８単位（日中６０分） ２６４単位（日中６０分） 

 

 

 

 

 

 

 



 

移動入浴 

種 類 現 行 改定案 

全身浴 １,３６６単位 

1,260単位（訪問入浴の

単位）×1.084（介護の

地域区分）=1,366単位 

１,３９９単位 

1,266 単位（訪問入浴の単位）

×1.105（介護の地域区分） 

＝1,399 単位 

部分浴 １,２２９単位 

1,366単位（全身浴）の９割 

１,２５９単位 

1,399 単位（全身浴）の 9割 

全身浴（看護職

員無し）（※） 

なし １,３２９単位 

1,203単位（全身浴）職員のみ 

×1.105（介護の地域区分） 

＝1,329単位 

部分浴（看護職

員無し）（※） 

なし １,１９６単位 

1,329 単位（全身浴）職員のみの９割 

加算 初回加算 200単位 221 単位 

 

 

地域活動支援センターⅢ型 

日中一時支援報酬単価参照 

 

 

デイ型地域活動支援 

内容 現行 改定後 

デイ型地活基本(支援区分４以下) ６４３ ６３７ 

デイ型地活重度(支援区分５以上) １０３４ １０２８ 

 


